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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線に基づく画像データを収集する収集部と、
　前記画像データを収集する検査の予約情報を示す予約検査情報を取得する取得部と、
　前記予約検査情報に基づいて、前記画像データを補正する補正値の更新の開始時期を調
整する調整部と、
　前記調整部によって調整された更新の開始時期に前記補正値の更新を開始する更新部と
、
　を備え、
　前記調整部は、前記検査に関わる所定の事象の発生時期から前記検査の開始時期までの
時間を推定し、推定した時間に基づいて、前記補正値の定期的な更新が前記所定の事象の
発生時期に実行されるように、前記補正値の定期的な更新の開始時期を調整する、医用画
像診断システム。
【請求項２】
　前記調整部は、前記予約検査情報に基づいて前記検査の開始時期を特定し、前記補正値
の定期的な更新の更新期間と前記検査の開始時期とが重なる場合に、前記補正値の定期的
な更新が前記検査の実施前に終了されるように、前記定期的な更新の開始時期を調整する
、請求項１に記載の医用画像診断システム。
【請求項３】
　前記調整部は、推定した前記時間が前記補正値の定期的な更新の次の更新の開始時期ま
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での時間よりも短い場合に、前記補正値の定期的な更新が前記所定の事象の発生時期に実
行されるように、前記補正値の定期的な更新の開始時期を調整する、請求項１に記載の医
用画像診断システム。
【請求項４】
　前記調整部は、前記補正値の定期的な更新が前記検査中の所定の事象の発生時期に実行
されるように、前記補正値の定期的な更新の開始時期を調整する、請求項１～３のいずれ
か一項に記載の医用画像診断システム。
【請求項５】
　Ｘ線に基づく画像データを収集する収集部と、
　前記画像データを収集する検査の予約情報を示す予約検査情報を取得する取得部と、
　前記予約検査情報に基づいて、前記画像データを補正する補正値の更新の開始時期を調
整する調整部と、
　前記調整部によって調整された更新の開始時期に前記補正値の更新を開始する更新部と
、
　を備え、
　前記調整部は、前記検査に関わる所定の事象の発生時期から前記検査の開始時期までの
時間を推定し、推定した時間に基づいて、前記補正値の定期的な更新が前記所定の事象の
発生時期に実行されるように、前記補正値の定期的な更新の開始時期を調整する、Ｘ線検
出器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、医用画像診断システム及びＸ線検出器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、Ｘ線診断装置などを含む医用画像診断システムでは、被検体を透過したＸ線を検
出するためのＸ線検出器として、Ｘ線平面検出器（Flat　Panel　Detector：ＦＰＤ）が
用いられている。例えば、ＦＰＤは、Ｘ線を電荷に変換するＸ線変換部や、電荷を蓄積す
るコンデンサ、コンデンサから蓄積された電荷を読み出すためのＴＦＴ（Thin　Film　Tr
ansistor）、読み出された電荷をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器（Analog　to　Di
gital　Converter）等を有し、Ｘ線管から照射され被検体を透過したＸ線を検出して、画
像データを生成する。
【０００３】
　ここで、ＦＰＤによって生成された画像データは、種々のノイズを除去するための補正
処理を受ける。例えば、ＦＰＤによって収集された画像データは、種々の電気ノイズ（例
えば、暗電流など）を除去するためのオフセット補正を受ける。オフセット補正は、Ｘ線
を照射させない状態で電荷の読み出しを実行することで生成されるオフセット補正値を画
像データから差分することにより実行される。ここで、このオフセット補正値は、変動し
やすく、例えば、温度変化などによって大きく変化する。そのため、医用画像診断システ
ムは、オフセット補正値の変動による画質低下を抑止するために、オフセット補正値を更
新するオフセットキャリブレーションを定期的に実行することで、より正確なオフセット
補正値を維持するように制御する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－０２９３９３号公報
【特許文献２】特開２００２－３０１０５３号公報
【特許文献３】特開２００１－１４９３５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、操作者による操作に支障をきたすことなく、画質の
低下を回避することができる医用画像診断システム及びＸ線検出器を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態に係る医用画像診断システムは、取得部と、調整部と、更新部とを備える。取
得部は、検査の予約情報を示す予約検査情報を取得する。調整部は、前記予約検査情報に
基づいて、医用画像を補正する補正値の更新時期を調整する。更新部は、前記調整部によ
って調整された更新時期に前記補正値を更新する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る医用画像診断システムの一例を示す図である。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る医用画像診断システムの構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係るＦＰＤの一例を示す図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る画像データに対する補正処理の一例を説明するた
めの図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る調整機能による調整処理の一例を説明するための
図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る医用画像診断システムによる処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る医用画像診断システムによる処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【図８】図８は、第１の実施形態に係る医用画像診断システムによる処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【図９】図９は、第２の実施形態に係る医用画像診断システムの構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図１０】図１０は、第２の実施形態に係る調整機能による調整処理の一例を説明するた
めの図である。
【図１１】図１１は、第２の実施形態に係る医用画像診断システムによる処理手順を示す
フローチャートである。
【図１２】図１２は、第２の実施形態に係る医用画像診断システムによる処理手順を示す
フローチャートである。
【図１３】図１３は、第３の実施形態に係る調整機能による調整処理の一例を説明するた
めの図である。
【図１４】図１４は、第３の実施形態に係る医用画像診断システムによる処理手順を示す
フローチャートである。
【図１５】図１５は、第３の実施形態に係る医用画像診断システムによる処理手順を示す
フローチャートである。
【図１６】図１６は、第４の実施形態に係るＦＰＤの構成の一例を示すブロック図である
。
【図１７】図１７は、第４の実施形態に係るＦＰＤの構成の一例を示すブロック図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に添付図面を参照して、本願に係る医用画像診断システム及びＸ線検出器の実施形
態を詳細に説明する。なお、本願に係る医用画像診断システム及びＸ線検出器は、以下に
示す実施形態によって限定されるものではない。また、以下の実施形態では、Ｘ線診断装
置を含む医用画像診断システムを一例に挙げて説明する。
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【０００９】
（第１の実施形態）
　まず、図１を用いて、第１の実施形態に係る医用画像診断システムの一例を説明する。
図１は、第１の実施形態に係る医用画像診断システムの一例を示す図である。図１に示す
ように、第１の実施形態に係る医用画像診断システムは、Ｘ線高電圧装置、Ｘ線管、Ｘ線
可動絞り、Ｘ線管保持装置、Ｘ線平面検出器（ＦＰＤ）、立位撮影台、臥位撮影台、画像
処理装置などを備える。また、図１に示す医用画像診断システムは、図示しないビューワ
ーやＰＡＣＳ(Picture　Archiving　and　Communication　Systems)サーバ等にネットワ
ークを通じて接続される。また、医用画像診断システムは、ＨＩＳ（Hospital　Informat
ion　Systems）や、ＲＩＳ（Radiology　Information　Systems）が適用され、各システ
ムを管理する管理サーバとそれぞれ接続される。
【００１０】
　図１に示すＸ線高電圧装置はＸ線管に高電圧を供給し、Ｘ線管は供給された高電圧を用
いてＸ線を曝射する。また、Ｘ線可動絞りは、被検体に対する被曝線量の低減や画像デー
タの画質向上を目的として、Ｘ線の照射野を制御する。Ｘ線管保持装置は、Ｘ線管及びＸ
線可動絞りをアームにより保持し、アームを駆動させることで、Ｘ線管及びＸ線可動絞り
の位置を撮影位置や退避位置等に移動させる。ここで、Ｘ線管保持装置は、例えば天井走
行式であり、天井面に敷設されたレール上を走行することで、Ｘ線管及びＸ線可動絞りの
位置を移動させることもできる。ＦＰＤは、図１に示す各位置において使用されるＸ線検
出器であり、被検体を透過したＸ線情報を画像データ（投影データ）に変換し、画像処理
装置に送る。
【００１１】
　ここで、ＦＰＤは、例えば可搬式のＦＰＤであり、図１に示すように、立位撮影台や臥
位撮影台に組み込まれて使用される。例えば、立位撮影台では、一端がレールと連結され
た保持部によってＦＰＤが保持され、保持部をレール上で移動することにより、ＦＰＤが
上下にスライドされる。また、臥位撮影台では、ＦＰＤは、被検体を載置する天板の下部
に組み込まれて使用される。或いは、臥位撮影台では、天板上にＦＰＤが載置されて使用
される。なお、ＦＰＤは、可搬式ではなく、各撮影台に組み込まれ固定される場合であっ
てもよい。
【００１２】
　画像処理装置は、医用画像診断システムの全体制御を行う。具体的には、画像処理装置
は、立位撮影台や臥位撮影台を制御して、Ｘ線画像を収集する。例えば、画像処理装置は
、Ｘ線高電圧装置を制御することで被検体に対してＸ線を曝射させ、ＦＰＤから送信され
た画像データを受信し、受信した画像データに対して、種々の画像処理を実行することで
Ｘ線画像を生成する。また、画像処理装置は、マウスやキーボード等を介して、Ｘ線画像
の収集や、画像処理に関する操作を受け付ける。また、画像処理装置は、Ｘ線画像をディ
スプレイに表示する。また、画像処理装置は、画像データや、Ｘ線画像を一時保管したり
、ネットワークを介して画像データや、Ｘ線画像を他の装置に転送したりする。
【００１３】
　例えば、図１に示す医用画像診断システムは、立位撮影台の前に立った状態の被検体に
対してＸ線管からＸ線を曝射し、被検体を透過したＸ線を、立位撮影台に設置されたＦＰ
Ｄにより検出する事で、立位での撮影を実行する。また、例えば、図１に示す医用画像診
断システムは、臥位撮影台が備える天板上の被検体に対してＸ線管からＸ線を曝射し、被
検体を透過したＸ線を、臥位撮影台に設置されたＦＰＤにより検出する事で、臥位での撮
影を実行する。また、例えば、図１に示す医用画像診断システムは、臥位撮影台の天板上
に載置されたＦＰＤにより、被検体を透過したＸ線を検出する事で撮影を実行する。
【００１４】
　次に、図２を用いて、第１の実施形態に係る医用画像診断システム１の構成の一例を説
明する。図２は、第１の実施形態に係る医用画像診断システム１の構成の一例を示すブロ
ック図である。図２に示すように、第１の実施形態に係る医用画像診断システム１は、Ｘ
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線高電圧装置１１０と、Ｘ線管１２０と、Ｘ線可動絞り１３０と、線質フィルタ１４０と
、ＦＰＤ１５０と、ディスプレイ１６０と、入力回路１７０と、記憶回路１８０と、処理
回路１９０とを備える。ここで、Ｘ線管１２０、Ｘ線可動絞り１３０、線質フィルタ１４
０及びＦＰＤ１５０は、例えば、図１に示す立位撮影台及び臥位撮影台にそれぞれ含まれ
る。また、ディスプレイ１６０、入力回路１７０、記憶回路１８０及び処理回路１９０は
、例えば、図１に示す画像処理装置に含まれる。
【００１５】
　Ｘ線高電圧装置１１０は、処理回路１９０による制御のもと、Ｘ線管１２０に高電圧を
供給する。Ｘ線管１２０は、Ｘ線高電圧装置１１０から供給された高電圧を用いてＸ線を
曝射する。Ｘ線可動絞り１３０は、Ｘ線管１２０から曝射されるＸ線の照射領域を制御す
る。ここで、Ｘ線管１２０及びＸ線可動絞り１３０は、例えばアームなどの支持部に支持
され、図示しない駆動装置によって駆動される。駆動装置は、処理回路１９０による制御
のもと、Ｘ線管１２０及びＸ線可動絞り１３０の位置を移動させる。また、駆動装置は、
処理回路１９０による制御のもと、Ｘ線可動絞り１３０が有する絞り羽根の開度を調整す
ることで、Ｘ線管１２０から照射されるＸ線の照射範囲を制御する。線質フィルタ１４０
は、所定のＳＩＤ（Source　Image　Distance）及びＸ線条件において、所定の線質や線
量を有するＸ線がＦＰＤ１５０に入射するように、Ｘ線の経路上（例えば、Ｘ線可動絞り
１３０の前面）に設置されるフィルタである。例えば、線質フィルタ１４０は、所定の材
質、厚さの金属板である。
【００１６】
　ここで、ＦＰＤ１５０について、図３を用いて説明する。図３は、第１の実施形態に係
るＦＰＤ１５０の一例を示す図である。図３に示すように、第１の実施形態に係るＦＰＤ
１５０は、Ｘ線変換部やコンデンサ、ＴＦＴ（Thin　Film　Transistor）等を有する。Ｘ
線変換部は、Ｘ線のエネルギーを電荷に変換する。ここで、Ｘ線変換部は、Ｘ線を直接電
荷に変換する直接変換型と、Ｘ線を光に変換し、変換後の光を電荷に変換する間接変換型
のどちらが用いられてもよい。直接変換型の場合、Ｘ線変換部は、例えば、アモルファス
セレン半導体（ａ－Ｓｅ）などで構成され、被検体を透過して入射したＸ線を電荷に変換
する。間接変換型の場合、Ｘ線変換部は、例えば、シンチレータとフォトダイオードなど
で構成され、シンチレータが被検体を透過して入射したＸ線を光に変換し、フォトダイオ
ードが光を電荷に変換する。
【００１７】
　コンデンサは、Ｘ線変換部により変換された電荷を蓄積する。ＴＦＴは、各コンデンサ
から電荷を取り出す半導体スイッチであり、図示しない駆動回路からの駆動信号を入力す
るゲート線や、コンデンサから取り出した電荷を流す信号線に接続される。図３に示すコ
ンデンサ及びＴＦＴが画素ごとに設けられる。ＦＰＤは、各画素に対応するコンデンサか
ら取り出した電荷をアンプによってそれぞれ増幅し、増幅した電荷をＡ／Ｄ変換器（Anal
og　to　Digital　Converter）によってデジタル信号に変換することで、画像データを生
成する。
【００１８】
　図２に戻って、ディスプレイ１６０は、操作者によって参照されるモニタであり、処理
回路１９０による制御のもと、処理回路１９０によって生成されたＸ線画像等を表示する
。入力回路１７０は、各種指示や各種設定の入力に用いるマウスやキーボード、トラック
ボール、スイッチ、ボタン、ジョイスティック等を有し、操作者から指示や設定を受け付
ける。記憶回路１８０は、処理回路１９０が医用画像診断システム１による処理の全体を
制御する際に用いるデータ、及び画像データ、Ｘ線画像等を記憶する。例えば、記憶回路
１８０は、処理回路１９０によって実行される、各プログラムを記憶する。また、記憶回
路１８０は、Ｘ線画像の補正に用いるデータを記憶する。なお、Ｘ線画像の補正に用いる
データについては後述する。
【００１９】
　処理回路１９０は、入力回路１７０を介して操作者から受け付けた入力操作に応じて、
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医用画像診断システム１が有する各構成要素を制御する。例えば、処理回路１９０は、プ
ロセッサによって実現される。処理回路１９０は、記憶回路１８０から対応するプログラ
ムを読み出して実行することで、制御機能１９１と、取得機能１９２と、調整機能１９３
と、更新機能１９４とを実行する。ここで、取得機能１９２は、特許請求の範囲における
取得部の一例である。また、調整機能１９３は、特許請求の範囲における調整部の一例で
ある。また、更新機能１９４は、特許請求の範囲における更新部の一例である。なお、こ
れら各機能の詳細については、後に詳述する。
【００２０】
　このような構成のもと、本実施形態に係る医用画像診断システム１は、操作者による操
作に支障をきたすことなく、画質の低下を回避することを可能にする。具体的には、第１
の実施形態に係る医用画像診断システム１は、ＦＰＤ１５０によって生成された画像デー
タを補正する補正値の更新時期を、検査の予約に応じて調整することで、操作者による操
作に支障をきたすことなく、画質の低下を回避する。上述したように、ＦＰＤ１５０によ
って生成された画像データは、種々のノイズを除去するための補正処理を受ける。医用画
像診断システム１は、この補正処理において使用される補正値の更新時期を検査の予約に
応じて調整する。
【００２１】
　以下、ＦＰＤ１５０によって生成された画像データに対する補正処理の一例について、
図４を用いて説明する。図４は、第１の実施形態に係る画像データに対する補正処理の一
例を説明するための図である。ＦＰＤ１５０によって生成される画像データは、例えば、
Ｘ線変換部やＴＦＴからの暗電流等によって生じるオフセット成分や、Ｘ線変換部におけ
る空間的な不均一性及びアンプ個々の製造ばらつき等によって生じるゲインの不均一性、
Ｘ線変換部及びＴＦＴの欠陥等に起因する欠陥点等を有する。そこで、医用画像診断シス
テム１におけるＦＰＤ１５０においては、これらを補正するために、例えば、図４に示す
ように、オフセット補正、ゲイン補正、欠陥点補正などが実行される。
【００２２】
　例えば、ＦＰＤ１５０は、図４に示すように、所定のオフセット補正値を、生成された
画像データから減ずることでオフセット成分を除去する。そして、ＦＰＤ１５０は、図４
に示すように、所定のゲイン補正係数を画像データに乗ずることで、ゲインの不均一性を
補正する。その後、ＦＰＤ１５０は、図４に示すように、所定の欠陥点マップに沿って、
欠陥点周囲の正常画素の画素値を用いて、欠陥点を補間する。このように、ＦＰＤ１５０
によって生成された画像データは、オフセット補正値、ゲイン補正係数及び欠陥点マップ
などの補正値を用いた補正処理が実行される。これら補正値は、定期的にキャリブレーシ
ョンされることで、常に正確な補正が行われるように制御される。
【００２３】
　ここで、上述したように、オフセット補正は、変動しやすく、例えば、温度変化などに
よって大きく変化する。そのため、医用画像診断システム１は、オフセット補正値の変動
による画質低下を抑止するために、オフセット補正値を更新するオフセットキャリブレー
ションを高頻度（例えば、１０分間隔等）で定期的に実行することで、より正確なオフセ
ット補正値を維持するように制御する。しかしながら、オフセットキャリブレーションが
実行されると撮影ができなくなるため、上述したオフセットキャリブレーションが検査実
施中に実行された場合、操作者の操作や、撮影を阻害する要因となる。そのため、医用画
像診断システム１では、検査実施中にオフセットキャリブレーションの実施タイミングと
なった場合に、オフセットキャリブレーションを実施しないように制御したり、オフセッ
トキャリブレーション実施中に検査が開始された場合に、オフセットキャリブレーション
をキャンセルしたりすることができる。
【００２４】
　しかしながら、この場合、オフセットキャリブレーションが実施されず、オフセット補
正値が更新されない場合があるため、画質が低下する恐れがある。そこで、医用画像診断
システム１は、以下詳細に説明する処理回路１９０による処理によって、検査の予約情報
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に基づいてオフセットキャリブレーションの実施タイミングを調整することで、操作者に
よる操作に支障をきたすことなく、画質の低下を回避することを可能にする。
【００２５】
　以下、処理回路１９０の詳細について説明する。処理回路１９０における制御機能１９
１は、医用画像診断システム１の全体制御を実行する。例えば、制御機能１９１は、検査
のオーダ情報を取得し、取得したオーダ情報に基づいて、立位撮影台や、臥位撮影台、Ｆ
ＰＤ１５０等を制御することで、画像データを収集する。また、制御機能１９１は、ＦＰ
Ｄ１５０から出力される画像データを記憶回路１８０に記憶させる。また、制御機能１９
１は、画像データから種々のＸ線画像を生成して、生成したＸ線画像を記憶回路１８０に
記憶させたり、ディスプレイ１６０に表示させたりする。また、制御機能１９１は、入力
回路１７０を介して操作者から受け付けた入力操作に応じて、種々の処理を実行させる。
また、制御機能１９１は、記憶回路１８０によって記憶されたオフセット補正値、ゲイン
補正係数及び欠陥点マップを用いて、画像データに対してオフセット補正、ゲイン補正及
び欠陥点補正を実行する。また、制御機能１９１は、ゲイン補正係数及び欠陥点マップを
取得して、記憶回路１８０に記憶させる。
【００２６】
　取得機能１９２は、検査の予約情報を示す予約検査情報を取得する。例えば、取得機能
１９２は、ネットワークを介して、ＨＩＳやＲＩＳを管理する管理サーバに対してアクセ
スして、医用画像診断システム１における予約検査情報を取得する。一例を挙げると、取
得機能１９２は、各管理サーバから、予約された検査の日時、検査内容等の情報を取得し
て、記憶回路１８０に格納する。また、取得機能１９２は、予約検査情報の他にも、医用
画像診断システム１による検査に関する情報を取得することができる。例えば、取得機能
１９２は、患者（被検体）の来院登録、場内アナウンス、検査オーダの取得、患者（被検
体）検索、及び、カルテの読み出し等の事象が発生したことを示す情報を取得する。
【００２７】
　調整機能１９３は、予約検査情報に基づいて、医用画像を補正する補正値の更新時期を
調整する。例えば、調整機能１９３は、予約検査情報に基づいて検査の実施時期を特定し
、オフセット補正値の定期的な更新の更新時期が検査の実施時期と重なる場合に、オフセ
ット補正値の定期的な更新が検査の実施前に実行されるように、定期的な更新の更新時期
を調整する。図５は、第１の実施形態に係る調整機能１９３による調整処理の一例を説明
するための図である。図５においては、上段に調整前の定期的なオフセットキャリブレー
ションの実施時期の例を示し、下段に調整後のオフセットキャリブレーションの実施時期
の例を示す。
【００２８】
　例えば、オフセットキャリブレーションは、図５の上段に示すように、定期的（例えば
、１０分ごと）に、所定の時間（例えば、１０秒）を用いて実施される。ここで、図５の
上段に示すように、定期的なオフセットキャリブレーションの実施中に検査開始時間とな
った場合（オフセットキャリブレーションの実施時間が検査の実施時間と重った場合）、
所定の時間（例えば、１０秒）検査を実施することができず、技師や患者（被検体）を待
たせることとなる。
【００２９】
　そこで、調整機能１９３は、取得機能１９２によって取得された予約検査情報から検査
時間に基づいて、オフセットキャリブレーションの実施時間が検査の実施時間と重ならな
いように、オフセットキャリブレーションを実施するタイミングを調整する。例えば、調
整機能１９３は、図５の下段に示すように、予約された検査の検査実施時間と重なる定期
的なオフセットキャリブレーションを、検査開始までに終了するように、オフセットキャ
リブレーションのタイミングを調整する。このように、調整機能１９３が予約検査時間直
前にオフセットキャリブレーションを実施するようにタイミングを調整することで、検査
開始時にＦＰＤ１５０をすぐに使用することができ、操作者による操作に支障をきたすこ
とを回避することができる。また、予約検査時間直前にオフセットキャリブレーションを
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実施することで、予約検査において撮影された画像データに対して、より正確なオフセッ
ト補正値を用いたオフセット補正を実行することができ、画質の低下を回避することがで
きる。
【００３０】
　更新機能１９４は、調整機能１９３によって調整された更新時期に補正値を更新する。
具体的には、更新機能１９４は、予め設定された定期的なオフセットキャリブレーション
の実施タイミングでオフセット補正値を更新させるとともに、調整機能１９３によって調
整されたオフセットキャリブレーションの実施タイミングでオフセット補正値を更新させ
る。例えば、更新機能１９４は、ＦＰＤ１５０における画素ごとに、Ｘ線を照射させない
状態での電荷の読み出しを複数回実施し、実施した複数回の読み出し結果を画素ごとの平
均したオフセット補正値を生成する。そして、更新機能１９４は、記憶回路１８０に記憶
されたオフセット補正値を、生成したオフセット補正値に更新する。更新機能１９４は、
上述した更新処理を、予め設定された定期的なオフセットキャリブレーションの実施タイ
ミング、及び、調整機能１９３によって調整されたオフセットキャリブレーションの実施
タイミングで実施する。
【００３１】
　上述したように、医用画像診断システム１は、定期的なオフセットキャリブレーション
のタイミングを、予約検査情報に基づいて調整する。ここで、医用画像診断システム１は
、予約検査情報以外の種々の情報に基づいて、定期的なオフセットキャリブレーションの
実施タイミングを調整することができる。
【００３２】
　例えば、調整機能１９３は、オフセット補正値の定期的な更新が検査に関わる所定の事
象の発生時期に実行されるように、オフセット補正値の定期的な更新の更新時期を調整す
る。一例を挙げると、調整機能１９３は、患者（被検体）の来院登録、場内アナウンス、
検査オーダの取得、患者（被検体）検索、及び、カルテの読み出し等の事象が発生したタ
イミングでオフセットキャリブレーションが実施されるように、オフセットキャリブレー
ションの実施タイミングを調整する。この場合、調整機能１９３は、取得機能１９２によ
って各事象が発生した旨の情報が取得されたタイミングでオフセットキャリブレーション
を実行するように、更新機能１９４を制御する。
【００３３】
　また、例えば、調整機能１９３は、予約検査情報と所定の事象とを組み合わせて、定期
的なオフセットキャリブレーションの実施タイミングを調整することもできる。一例を挙
げると、調整機能１９３は、所定の事象の発生時期から検査の実施時期までの時間を推定
し、推定した時間がオフセット補正値の定期的な更新の次の更新時期までの時間よりも短
い場合に、オフセット補正値の定期的な更新が所定の事象の発生時期に実行されるように
、オフセット補正値の定期的な更新の更新時期を調整する。
【００３４】
　すなわち、調整機能１９３は、取得機能１９２によって各事象が発生した旨の情報が取
得された時点から検査の実施時間までの時間を推定する。例えば、調整機能１９３は、患
者の来院登録が実行された時点から検査の実施時間までの時間を推定する。そして、調整
機能１９３は、推定した時間が、次の定期的なオフセットキャリブレーションの実施タイ
ミングまでの時間よりも短い場合に、この時点でオフセットキャリブレーションが実施さ
れるように実施タイミングを調整する。例えば、調整機能１９３は、患者の来院登録が実
行された時点から検査の実施時間までの時間が、次の定期的なオフセットキャリブレーシ
ョンの実施タイミングまでの時間よりも短い場合に、患者の来院登録の時点でオフセット
キャリブレーションを実施するように更新機能１９４を制御する。
【００３５】
　同様に、調整機能１９３は、院内で場内アナウンスが流れた場合（或いは、案内表示が
表示された場合）、医用画像診断システム１において検査オーダが取得された場合、患者
（被検体）の検索が実行された場合、及び、カルテの読み出しが実行された場合等に、各
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事象が生じた時点から検査の実施時間（開始時間）までの時間を推定し、推定した時間が
次の定期的なオフセットキャリブレーションの実施タイミングまでの時間よりも短い場合
に、その時点でオフセットキャリブレーションが実施されるように実施タイミングを調整
する。なお、上述した各事象は、あくまでも一例であり、実施形態はこれに限定されるも
のではなく、その他任意の事象が用いられる場合であってもよい。
【００３６】
　次に、第１の実施形態に係る医用画像診断システム１による処理の手順について、図６
～図８を用いて説明する。図６～図８は、第１の実施形態に係る医用画像診断システム１
による処理手順を示すフローチャートである。ここで、図６は、予約検査情報に応じたオ
フセットキャリブレーションの実施タイミングの調整処理について示し、図６におけるス
テップＳ１０１及びＳ１０２は、例えば、処理回路１９０が取得機能１９２に対応するプ
ログラムを記憶回路１８０から呼び出して実行することにより実現される。また、ステッ
プＳ１０３及びＳ１０４は、例えば、処理回路１９０が調整機能１９３に対応するプログ
ラムを記憶回路１８０から呼び出して実行することにより実現される。また、ステップＳ
１０５は、例えば、処理回路１９０が更新機能１９４に対応するプログラムを記憶回路１
８０から呼び出して実行することにより実現される。
【００３７】
　図７は、予約検査情報と所定の事象に応じたオフセットキャリブレーションの実施タイ
ミングの調整処理について示し、図７におけるステップＳ２０１及びＳ２０２は、例えば
、処理回路１９０が取得機能１９２に対応するプログラムを記憶回路１８０から呼び出し
て実行することにより実現される。また、ステップＳ２０３、Ｓ２０４、Ｓ２０６及びＳ
２０７は、例えば、処理回路１９０が調整機能１９３に対応するプログラムを記憶回路１
８０から呼び出して実行することにより実現される。また、ステップＳ２０５及びＳ２０
８は、例えば、処理回路１９０が更新機能１９４に対応するプログラムを記憶回路１８０
から呼び出して実行することにより実現される。
【００３８】
　図８は、予約検査情報と所定の事象との組み合わせに応じたオフセットキャリブレーシ
ョンの実施タイミングの調整処理について示し、図８におけるステップＳ３０１及びＳ３
０２は、例えば、処理回路１９０が取得機能１９２に対応するプログラムを記憶回路１８
０から呼び出して実行することにより実現される。また、ステップＳ３０３、Ｓ３０４、
Ｓ３０６～Ｓ３０９は、例えば、処理回路１９０が調整機能１９３に対応するプログラム
を記憶回路１８０から呼び出して実行することにより実現される。また、ステップＳ３０
５及びＳ３１０は、例えば、処理回路１９０が更新機能１９４に対応するプログラムを記
憶回路１８０から呼び出して実行することにより実現される。
【００３９】
　例えば、予約検査情報に応じてオフセットキャリブレーションの実施タイミングを調整
する場合、図６に示すように、本実施形態に係る医用画像診断システム１では、まず、処
理回路１９０が、予約検査情報を取得して（ステップＳ１０１）、検査の実施時間を特定
する（ステップＳ１０２）。そして、処理回路１９０が、次の定期的なオフセットキャリ
ブレーションの実施時間が、検査の実施時間と重なるか否かを判定する（ステップＳ１０
３）。
【００４０】
　ここで、次の定期的なオフセットキャリブレーションの実施時間が、検査の実施時間と
重なる場合（ステップＳ１０３肯定）、処理回路１９０が、検査の実施時間と重なるオフ
セットキャリブレーションの実施時間を検査の実施時間の前に調整する（ステップＳ１０
４）。そして、処理回路１９０は、調整後の実施時間でオフセットキャリブレーションを
実施する（ステップＳ１０５）。一方、次の定期的なオフセットキャリブレーションの実
施時間が、検査の実施時間と重ならない場合（ステップＳ１０３否定）、処理回路１９０
は、予め設定された定期的な時間でオフセットキャリブレーションを実施する（ステップ
Ｓ１０５）。
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【００４１】
　また、予約検査情報と所定の事象に応じてオフセットキャリブレーションの実施タイミ
ングを調整する場合、例えば、図７に示すように、本実施形態に係る医用画像診断システ
ム１では、まず、処理回路１９０が、予約検査情報を取得して（ステップＳ２０１）、検
査の実施時間を特定する（ステップＳ２０２）。そして、処理回路１９０が、次の定期的
なオフセットキャリブレーションの実施時間が、検査の実施時間と重なるか否かを判定す
る（ステップＳ２０３）。
【００４２】
　ここで、次の定期的なオフセットキャリブレーションの実施時間が、検査の実施時間と
重なる場合（ステップＳ２０３肯定）、処理回路１９０が、検査の実施時間と重なるオフ
セットキャリブレーションの実施時間を検査の実施時間の前に調整する（ステップＳ２０
４）。そして、処理回路１９０は、調整後の実施時間でオフセットキャリブレーションを
実施する（ステップＳ２０５）。一方、次の定期的なオフセットキャリブレーションの実
施時間が、検査の実施時間と重ならない場合（ステップＳ２０３否定）、処理回路１９０
は、検査が開始されたか否かを判定する（ステップＳ２０６）。
【００４３】
　ここで、検査が開始された場合（ステップＳ２０６肯定）、処理回路１９０は、処理を
終了する。一方、検査が開始されていない場合（ステップＳ２０６否定）、処理回路１９
０は、所定の事象が生じたか否かを判定する（ステップＳ２０７）。例えば、処理回路１
９０は、患者（被検体）の来院登録、場内アナウンス、検査オーダの取得、患者（被検体
）検索、及び、カルテの読み出し等の事象が発生したか否かを判定する。
【００４４】
　ここで、所定の事象が生じた場合（ステップＳ２０７肯定）、処理回路１９０は、所定
の事象が生じたタイミングでオフセットキャリブレーションを実施する（ステップＳ２０
８）。一方、所定の事象が生じていない場合（ステップＳ２０７否定）、処理回路１９０
は、ステップＳ２０３に戻って、次の定期的なオフセットキャリブレーションの実施時間
が、検査の実施時間と重なるか否かを判定する。
【００４５】
　また、予約検査情報と所定の事象との組み合わせに応じてオフセットキャリブレーショ
ンの実施タイミングを調整する場合、例えば、図８に示すように、本実施形態に係る医用
画像診断システム１では、まず、処理回路１９０が、予約検査情報を取得して（ステップ
Ｓ３０１）、検査の実施時間を特定する（ステップＳ３０２）。そして、処理回路１９０
が、次の定期的なオフセットキャリブレーションの実施時間が、検査の実施時間と重なる
か否かを判定する（ステップＳ３０３）。
【００４６】
　ここで、次の定期的なオフセットキャリブレーションの実施時間が、検査の実施時間と
重なる場合（ステップＳ３０３肯定）、処理回路１９０が、検査の実施時間と重なるオフ
セットキャリブレーションの実施時間を検査の実施時間の前に調整する（ステップＳ３０
４）。そして、処理回路１９０は、調整後の実施時間でオフセットキャリブレーションを
実施する（ステップＳ３０５）。一方、次の定期的なオフセットキャリブレーションの実
施時間が、検査の実施時間と重ならない場合（ステップＳ３０３否定）、処理回路１９０
は、検査が開始されたか否かを判定する（ステップＳ３０６）。
【００４７】
　ここで、検査が開始された場合（ステップＳ３０６肯定）、処理回路１９０は、処理を
終了する。一方、検査が開始されていない場合（ステップＳ３０６否定）、処理回路１９
０は、所定の事象が生じたか否かを判定する（ステップＳ３０７）。ここで、所定の事象
が生じた場合（ステップＳ３０７肯定）、処理回路１９０は、検査開始までの時間を推定
して（ステップＳ３０８）、推定した時間が次のオフセットキャリブレーションまでの時
間よりも短いか否かを判定する（ステップＳ３０９）。
【００４８】
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　ここで、推定した時間が次のオフセットキャリブレーションまでの時間よりも短い場合
（ステップＳ３０９肯定）、処理回路１９０が、所定の事象が生じたタイミングでオフセ
ットキャリブレーションを実施する（ステップＳ３１０）。一方、推定した時間が次のオ
フセットキャリブレーションまでの時間よりも長い場合（ステップＳ３０９否定）、処理
回路１９０が、ステップＳ３０３に戻って、次の定期的なオフセットキャリブレーション
の実施時間が、検査の実施時間と重なるか否かを判定する。なお、ステップＳ３０７の判
定において、所定の事象が生じていない場合（ステップＳ３０７否定）、処理回路１９０
は、ステップＳ３０３に戻って、次の定期的なオフセットキャリブレーションの実施時間
が、検査の実施時間と重なるか否かを判定する。
【００４９】
　上述したように、第１の実施形態によれば、取得機能１９２は、検査の予約情報を示す
予約検査情報を取得する。調整機能１９３は、予約検査情報に基づいて、医用画像を補正
するオフセット補正値のオフセットキャリブレーションの実施時期を調整する。更新機能
１９４は、調整機能１９３によって調整されたオフセットキャリブレーションの実施時期
にオフセット補正値を更新する。従って、第１の実施形態に係る医用画像診断システム１
は、予約検査の実施中にオフセットキャリブレーションが実施されることを回避しつつ、
予約された時間以外でオフセットキャリブレーションを実施することができ、操作者によ
る操作に支障をきたすことなく、画質の低下を回避することを可能にする。
【００５０】
　また、第１の実施形態によれば、調整機能１９３は、予約検査情報に基づいて検査の実
施時期を特定し、オフセット補正値の定期的なオフセットキャリブレーションの実施時期
が検査の実施時期と重なる場合に、オフセット補正値の定期的なオフセットキャリブレー
ションが検査の実施前に実行されるように、定期的なオフセットキャリブレーションの実
施時期を調整する。従って、第１の実施形態に係る医用画像診断システム１は、検査が実
施される直前にオフセットキャリブレーションを実施することができ、より正確なオフセ
ット補正値を用いたオフセット補正を実行することを可能にする。
【００５１】
　また、第１の実施形態によれば、調整機能１９３は、オフセット補正値の定期的なオフ
セットキャリブレーションが検査に関わる所定の事象の発生時期に実行されるように、オ
フセット補正値の定期的なオフセットキャリブレーションの実施時期を調整する。従って
、第１の実施形態に係る医用画像診断システム１は、任意の時期にオフセットキャリブレ
ーションが実施されるように調整することができ、オフセットキャリブレーションの実施
タイミングを任意のタイミングに調整することを可能にする。
【００５２】
　また、第１の実施形態によれば、調整機能１９３は、所定の事象の発生時期から検査の
実施時期までの時間を推定し、推定した時間がオフセット補正値の定期的なオフセットキ
ャリブレーションの次の実施時期までの時間よりも短い場合に、オフセット補正値の定期
的なオフセットキャリブレーションが所定の事象の発生時期に実行されるように、オフセ
ット補正値の定期的なオフセットキャリブレーションの実施時期を調整する。従って、第
１の実施形態に係る医用画像診断システム１は、検査までの時間と任意のタイミングとを
考慮した実施タイミングの調整を行うことを可能にする。
【００５３】
（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態について説明する。第２の実施形態では、検査中に画像データの
収集タイミングを予測し、予測結果に応じてオフセットキャリブレーションの実施タイミ
ングを調整する場合について説明する。図９は、第２の実施形態に係る医用画像診断シス
テム１ａの構成の一例を示すブロック図である。第２の実施形態に係る医用画像診断シス
テム１ａは、第１の実施形態に係る医用画像診断システム１と比較して、処理回路１９０
ａによる処理内容が異なる。以下、この点を中心に説明する。
【００５４】
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　第２の実施形態に係る医用画像診断システム１ａにおける処理回路１９０ａは、入力回
路１７０を介して操作者から受け付けた入力操作に応じて、医用画像診断システム１ａが
有する各構成要素を制御する。例えば、処理回路１９０ａは、プロセッサによって実現さ
れる。処理回路１９０ａは、記憶回路１８０から対応するプログラムを読み出して実行す
ることで、制御機能１９１ａと、予測機能１９５ａと、調整機能１９３ａと、更新機能１
９４ａとを実行する。ここで、処理回路１９０ａは、検査実施中に、画像データの収集タ
イミングを予測し、予測結果に基づいて定期的なオフセットキャリブレーションの実施タ
イミングを調整する。制御機能１９１ａは、制御機能１９１と同様に医用画像診断システ
ム１ａの全体制御を実行する。すなわち、制御機能１９１は、検査オーダに基づいて画像
データを収集し、収集した画像データからＸ線画像を生成する。
【００５５】
　予測機能１９５ａは、検査の実施中において、医用画像の収集時期を予測する。具体的
には、予測機能１９５ａは、検査オーダに基づいて、制御機能１９１ａの制御のもと実行
されている現在の検査における画像データの収集内容を特定する。例えば、予測機能１９
５ａは、画像データの収集時期に基づいて、検査における画像データの残り収集回数を予
測する。すなわち、予測機能１９５ａは、検査オーダから現在の検査における画像データ
の総収集回数を取得し、制御機能１９１ａによって実行された画像データの収集回数を取
得する。そして、予測機能１９５は、画像データの総収集回数と現時点で実行済みの収集
回数とからの画像データの残り収集回数を予測する。
【００５６】
　調整機能１９３ａは、画像データの残り収集回数が所定の回数を下回った場合に、オフ
セット補正値の定期的な更新が検査の終了後に実行されるように、オフセット補正値の定
期的なオフセットキャリブレーションの実施時期を調整する。図１０は、第２の実施形態
に係る調整機能１９３ａによる調整処理の一例を説明するための図である。図１０におい
ては、上段に調整前の定期的なオフセットキャリブレーションの実施時期の例を示し、下
段に調整後のオフセットキャリブレーションの実施時期の例を示す。
【００５７】
　例えば、定期的なオフセットキャリブレーションは、図１０の上段に示すように、検査
の実施中であっても定期的に実施される。ここで、図１０の上段に示すように、定期的な
オフセットキャリブレーションの実施中に撮影タイミングとなった場合、所定の時間（例
えば、１０秒）撮影を実施することができず、技師や患者（被検体）を待たせることとな
る。
【００５８】
　そこで、調整機能１９３ａは、予測機能１９５ａによって予測された残り撮影回数に基
づいて、オフセットキャリブレーションを即時的に実施するか否かを判定し、判定結果に
応じてオフセットキャリブレーションの調整処理を実行する。例えば、図１０の上段に示
すように、検査オーダで予定された予定撮影枚数が３撮影であり、予測機能１９５ａが予
測した残り撮影回数が「１回」の場合（現時点で残りの撮影が、３回目の撮影である撮影
３だけであった場合）、調整機能１９３ａは、図１０の下段に示すように、定期的なオフ
セットキャリブレーションを撮影３の後（３回目の曝射実施後）に実施されるように実施
タイミングを調整する。このように、調整機能１９３ａは、残り撮影回数が所定の回数以
下の場合に、オフセットキャリブレーションを撮影後に実施されるように調整することで
、画質の低下を抑止しつつ、操作者による操作に支障をきたすことを回避することができ
る。
【００５９】
　更新機能１９４ａは、更新機能１９４と同様に、調整機能１９３ａによって調整された
更新時期に補正値を更新する。具体的には、更新機能１９４ａは、予め設定された定期的
なオフセットキャリブレーションの実施タイミングでオフセット補正値を更新させるとと
もに、調整機能１９３ａによって調整されたオフセットキャリブレーションの実施タイミ
ングでオフセット補正値を更新させる。
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【００６０】
　ここで、調整機能１９３ａは、予測機能１９５ａによる残り撮影回数の予測結果が所定
の回数を超えている場合に、定期的なオフセットキャリブレーションを即時的に実施する
ように制御する。すなわち、調整機能１９３ａは、残り撮影回数が所定の回数を超えてい
る場合には、検査実施中にであっても、定期的なオフセットキャリブレーションを予め設
定された実施タイミングで実施するように、更新機能を制御する。これにより、画質の低
下を回避することができる。
【００６１】
　上述したように、医用画像診断システム１ａは、定期的なオフセットキャリブレーショ
ンのタイミングを、検査中の残り撮影回数に応じて調整する。ここで、医用画像診断シス
テム１ａは、所定の撮影回数ごとにオフセットキャリブレーションを実施するように、実
施タイミングを調整することができる。例えば、集団検診などのように、次々と被検体が
入れ替わり撮影を行う場合などに、予め設定した予定撮影枚数が完了した段階で、検査終
了を待たずに、オフセットキャリブレーションを実施してもよい。この場合には、例えば
、調整機能１９３ａは、画像データの収集回数が所定の回数に達するごとにオフセット補
正値の定期的なオフセットキャリブレーションが実行されるように、オフセット補正値の
定期的なオフセットキャリブレーションの実施時期を調整する。
【００６２】
　なお、医用画像診断システム１ａは、第１の実施形態で説明した予約検査情報に基づく
オフセットキャリブレーションの調整処理を適宜実行することも可能である。すなわち、
医用画像診断システム１ａは、検査開始前に予約検査情報に基づくオフセットキャリブレ
ーションの調整処理を実行し、検査開始後は上述した撮影回数に基づくオフセットキャリ
ブレーションの調整処理を実行することも可能である。この場合には、処理回路１９０ａ
が、処理回路１９０と同様の機能を実行する。また、上述した残り撮影回数に関する判定
処理に用いる所定の回数は任意に設定することができる。また、上述したオフセットキャ
リブレーションを実施する際の所定の回数は任意に設定することができる。
【００６３】
　次に、第２の実施形態に係る医用画像診断システム１ａによる処理の手順について、図
１１～図１２を用いて説明する。図１１～図１２は、第２の実施形態に係る医用画像診断
システム１ａによる処理手順を示すフローチャートである。ここで、図１１は、検査中の
残り撮影回数に応じたオフセットキャリブレーションの実施タイミングの調整処理につい
て示し、図１１におけるステップＳ４０１は、例えば、処理回路１９０ａが制御機能１９
１ａに対応するプログラムを記憶回路１８０から呼び出して実行することにより実現され
る。また、ステップＳ４０２、Ｓ４０３及びＳ４０８は、例えば、処理回路１９０ａが予
測機能１９５ａに対応するプログラムを記憶回路１８０から呼び出して実行することによ
り実現される。また、ステップＳ４０４は、例えば、処理回路１９０ａが調整機能１９３
ａに対応するプログラムを記憶回路１８０から呼び出して実行することにより実現される
。また、ステップＳ４０５～Ｓ４０７は、例えば、処理回路１９０ａが更新機能１９４ａ
に対応するプログラムを記憶回路１８０から呼び出して実行することにより実現される。
【００６４】
　図１２は、所定の撮影回数ごとに実施するオフセットキャリブレーションの実施タイミ
ングの調整処理について示し、図１２におけるステップＳ５０１は、例えば、処理回路１
９０ａが制御機能１９１ａに対応するプログラムを記憶回路１８０から呼び出して実行す
ることにより実現される。また、ステップＳ５０２は、例えば、処理回路１９０ａが予測
機能１９５ａに対応するプログラムを記憶回路１８０から呼び出して実行することにより
実現される。また、ステップＳ５０３及びＳ５０４は、例えば、処理回路１９０ａが更新
機能１９４ａに対応するプログラムを記憶回路１８０から呼び出して実行することにより
実現される。
【００６５】
　検査中の残り撮影回数に応じたオフセットキャリブレーションの実施タイミングを調整
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する場合、例えば、図１１に示すように、本実施形態に係る医用画像診断システム１ａで
は、まず、処理回路１９０ａが、検査を開始して（ステップＳ４０１）、定期的なオフセ
ットキャリブレーションの実施時間か否かを判定する（ステップＳ４０２）。ここで、定
期的なオフセットキャリブレーションの実施時間ではない場合（ステップＳ４０２否定）
、処理回路１９０ａは、実施時間となるまで待機状態となる。
【００６６】
　一方、定期的なオフセットキャリブレーションの実施時間である場合（ステップＳ４０
２肯定）、処理回路１９０ａは、残り撮影回数が所定の回数以下であるか否かを判定する
（ステップＳ４０３）。ここで、残り撮影回数が所定の回数以下である場合（ステップＳ
４０３肯定）、処理回路１９０ａは、オフセットキャリブレーションの実施時間を検査終
了後に調整して（ステップ４０４）、検査が終了したか否かを判定する（ステップＳ４０
５）。そして、検査が終了した場合（ステップＳ４０５肯定）、処理回路１９０ａは、オ
フセットキャリブレーションを実施する（ステップＳ４０６）。なお、処理回路１９０ａ
は、検査が終了するまで待機状態である（ステップＳ４０５否定）。
【００６７】
　一方、ステップＳ４０３の判定において、残り撮影回数が所定の回数以下ではない場合
（ステップＳ４０３否定）、処理回路１９０ａは、オフセットキャリブレーションを実施
して（ステップＳ４０７）、次の実施時間よりも先に検査が終了するか否かを判定する（
ステップＳ４０８）。ここで、次の実施時間よりも先に検査が終了する場合（ステップＳ
４０８肯定）、処理回路１９０ａは、処理を終了する。一方、次の実施時間よりも先に検
査が終了しない場合（ステップＳ４０８否定）、処理回路１９０ａは、ステップＳ４０２
に戻って、定期的なオフセットキャリブレーションの実施時間か否かを判定する。
【００６８】
　また、所定の撮影回数ごとに実施するオフセットキャリブレーションの実施タイミング
を調整する場合、例えば、図１２に示すように、本実施形態に係る医用画像診断システム
１ａでは、まず、処理回路１９０ａが、検査を開始して（ステップＳ５０１）、撮影回数
が所定の回数に達したか否かを判定する（ステップＳ５０２）。ここで、撮影回数が所定
の回数に達した場合（ステップＳ５０２肯定）、処理回路１９０ａは、オフセットキャリ
ブレーションを実施して（ステップＳ５０３）、検査が終了したか否かを判定する（ステ
ップＳ５０４）。ここで、検査が終了した場合（ステップＳ５０４肯定）、処理回路１９
０ａは、処理を終了する。なお、処理回路１９０ａは、撮影回数が所定の回数に達するま
で待機状態である（ステップＳ５０２否定）。また、処理回路１９０ａは、検査が終了す
るまで待機状態である（ステップＳ５０４否定）。
【００６９】
　上述したように、第２の実施形態によれば、予測機能１９５ａは、検査の実施中におい
て、画像データの収集時期を予測する。調整機能１９３ａは、画像データの収集時期の予
測結果に基づいて、画像データを補正するオフセット補正値のオフセットキャリブレーシ
ョンの実施時期を調整する。更新機能１９４ａは、調整機能１９３ａによって調整された
オフセットキャリブレーションの実施時期にオフセット補正値を更新する。従って、第２
の実施形態に係る医用画像診断システム１ａは、検査の実施中においても、操作者による
操作に支障をきたすことなく、画質の低下を回避することを可能にする。
【００７０】
　また、第２の実施形態によれば、予測機能１９５ａは、画像データの収集時期に基づい
て、検査における画像データの残り収集回数を予測する。調整機能１９３ａは、画像デー
タの残り収集回数が所定の回数を下回った場合に、オフセット補正値の定期的なオフセッ
トキャリブレーションが検査の終了後に実行されるように、オフセット補正値の定期的な
オフセットキャリブレーションの実施時期を調整する。従って、第２の実施形態に係る医
用画像診断システム１ａは、検査の実施中においても、残り撮影回数に応じて最適なタイ
ミングでオフセットキャリブレーションを実施することを可能にする。
【００７１】
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　また、第２の実施形態によれば、調整機能１９３ａは、画像データの収集回数が所定の
回数に達するごとにオフセット補正値の定期的なオフセットキャリブレーションが実行さ
れるように、オフセット補正値の定期的なオフセットキャリブレーションの実施時期を調
整する。従って、第２の実施形態に係る医用画像診断システム１ａは、長期間検査が実施
される場合であっても、画質の低下を回避することを可能にする。
【００７２】
（第３の実施形態）
　次に、第３の実施形態について説明する。第３の実施形態では、複数のＦＰＤ１５０を
用いて検査が実施されている場合の各ＦＰＤ１５０におけるオフセットキャリブレーショ
ンの実施タイミングを調整する場合について説明する。なお、第３の実施形態に係る医用
画像診断システム１ａは、第２の実施形態に係る医用画像診断システム１ａと比較して、
制御機能１９１ａによる処理内容と、予測機能１９５ａによる処理内容と、調整機能１９
３ａによる処理内容とが異なる。以下、これらの点を中心に説明する。
【００７３】
　第３の実施形態に係る制御機能１９１ａは、検査オーダに基づいて、複数のＦＰＤ１５
０を用いた画像データの収集を制御する。例えば、制御機能１９１ａは、立位撮影台及び
臥位撮影台にそれぞれ設置された２つのＦＰＤ１５０による画像データの収集を制御し、
各画像データからＸ線画像をそれぞれ生成する。
【００７４】
　第３の実施形態に係る予測機能１９５ａは、検査の実施中において、検査の実施中にお
けるＦＰＤ１５０ごとの画像データの収集時期をそれぞれ予測する。具体的には、予測機
能１９５ａは、検査オーダに基づいて、各ＦＰＤ１５０による画像データの収集タイミン
グを特定する。
【００７５】
　第３の実施形態に係る調整機能１９３ａは、各ＦＰＤ１５０における画像データの収集
時期に基づいて、ＦＰＤ１５０ごとのオフセット補正値の定期的なオフセットキャリブレ
ーションの実施時期を調整する。図１３は、第３の実施形態に係る調整機能１９３ａによ
る調整処理の一例を説明するための図である。例えば、医用画像診断システム１において
は、画像データの収集方式（術式）に応じて、図１３に示すように、ＦＰＤ１及びＦＰＤ
２の２つのＦＰＤを用いて画像データがそれぞれ収集される場合がある。この場合、予測
機能１９５ａは、例えば、図１３に示すように、ＦＰＤ１による２回の撮影タイミングと
、ＦＰＤ２による１回の撮影タイミングを検査オーダに基づいて予測する。
【００７６】
　調整機能１９３ａは、ＦＰＤ１及びＦＰＤ２の定期的なオフセットキャリブレーション
の実施タイミングと、予測機能１９５ａによって予測された撮影タイミングとを比較して
、オフセットキャリブレーションの実施タイミング撮影タイミングとが重なる場合に、該
当するＦＰＤにおける定期的なオフセットキャリブレーションの実施タイミングを調整す
る。例えば、調整機能１９３ａは、図１３に示すように、ＦＰＤ１における撮影タイミン
グ（２回目の撮影）と定期的なオフセットキャリブレーションの実施タイミングとが重な
る（定期的なオフセットキャリブレーションの実施中に２回目の撮影タイミングがくる）
ことから、術式が切り替わるタイミング（ＦＰＤ１での撮影が終了するタイミング）後に
オフセットキャリブレーションが実施されるように、実施タイミングを調整する。
【００７７】
　一方、ＦＰＤ２における定期的なオフセットキャリブレーションの実施タイミングは、
図１３に示すように、ＦＰＤ２による撮影タイミングと重ならないことから、調整機能１
９３ａは、定期的なオフセットキャリブレーションの実施タイミングで、ＦＰＤ２におけ
るオフセットキャリブレーションを実施するように、更新機能１９４ａを制御する。ここ
で、ＦＰＤ１及びＦＰＤ２における検査中のオフセットキャリブレーションは、バックグ
ラウンドでそれぞれ実施される。このように、調整機能１９３ａは、複数のＦＰＤ１５０
が使用される場合に、各ＦＰＤ１５０が使用されていないタイミングにオフセットキャリ
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ブレーションを実施するように、オフセットキャリブレーションの実施タイミングを調整
する。これにより、オフセットキャリブレーションを効率よく実施することができる。
【００７８】
　上述したように、医用画像診断システム１ａは、複数のＦＰＤ１５０を用いる場合に、
定期的なオフセットキャリブレーションの実施タイミングを、各ＦＰＤ１５０の撮影タイ
ミングに応じて調整する。ここで、医用画像診断システム１ａは、単一のＦＰＤ１５０を
使用している場合でも、所定の条件を満たす場合に、オフセットキャリブレーションを実
施するように、実施タイミングを調整することができる。例えば、複数の部位が撮影対象
部位となっており、それらの対象部位が隣接していない異なる部位である場合や、ＦＰＤ
１５０の位置を変えている場合、寝台の位置を変えている場合、Ｘ線管を移動させている
場合、Ｘ線診断装置が配置された検査室の扉が開いている場合などに、オフセットキャリ
ブレーションを実施するように制御してもよい。
【００７９】
　すなわち、上述した各ケースは、Ｘ線の曝射が実施されないと考えられるタイミングで
あり、Ｘ線が曝射されないと考えられる上述した各ケースで、オフセットキャリブレーシ
ョンを実施することで、効率よくオフセット補正値の更新を行うことができる。この場合
、例えば、調整機能１９３ａは、オフセット補正値の定期的なオフセットキャリブレーシ
ョンが検査中の所定の事象の発生時期に実行されるように、オフセット補正値の定期的な
オフセットキャリブレーションの実施時期を調整する。
【００８０】
　なお、第３の実施形態に係る医用画像診断システム１ａは、第１の実施形態で説明した
予約検査情報に基づくオフセットキャリブレーションの調整処理、及び、第２の実施形態
で説明した撮影回数に基づくオフセットキャリブレーションの調整処理を適宜実行するこ
とも可能である。すなわち、第３の実施形態に係る医用画像診断システム１ａは、複数の
ＦＰＤ１５０におけるオフセットキャリブレーションについて、検査開始前には予約検査
情報に基づくオフセットキャリブレーションの調整処理を実行し、検査開始後は撮影回数
に基づくオフセットキャリブレーションの調整処理を各ＦＰＤ１５０に対してそれぞれ実
行することも可能である。この場合には、処理回路１９０ａが、第１の実施形態に係る処
理回路１９０及び第２の実施形態に係る処理回路１９０ａと同様の機能を実行する。
【００８１】
　次に、第３の実施形態に係る医用画像診断システム１ａによる処理の手順について、図
１４～図１５を用いて説明する。図１４～図１５は、第３の実施形態に係る医用画像診断
システム１ａによる処理手順を示すフローチャートである。ここで、図１４は、複数のＦ
ＰＤ１５０におけるオフセットキャリブレーションの実施タイミングの調整処理について
示し、図１４におけるステップＳ６０１は、例えば、処理回路１９０ａが制御機能１９１
ａに対応するプログラムを記憶回路１８０から呼び出して実行することにより実現される
。また、ステップＳ６０２は、例えば、処理回路１９０ａが予測機能１９５ａに対応する
プログラムを記憶回路１８０から呼び出して実行することにより実現される。また、ステ
ップＳ６０３は、例えば、処理回路１９０ａが調整機能１９３ａに対応するプログラムを
記憶回路１８０から呼び出して実行することにより実現される。また、ステップＳ６０４
は、例えば、処理回路１９０ａが更新機能１９４ａに対応するプログラムを記憶回路１８
０から呼び出して実行することにより実現される。
【００８２】
　図１５は、所定の条件ごとに実施するオフセットキャリブレーションの実施タイミング
の調整処理について示し、図１５におけるステップＳ７０１は、例えば、処理回路１９０
ａが制御機能１９１ａに対応するプログラムを記憶回路１８０から呼び出して実行するこ
とにより実現される。また、ステップＳ７０２は、例えば、処理回路１９０ａが予測機能
１９５ａに対応するプログラムを記憶回路１８０から呼び出して実行することにより実現
される。また、ステップＳ７０３は、例えば、処理回路１９０ａが調整機能１９３ａに対
応するプログラムを記憶回路１８０から呼び出して実行することにより実現される。また
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、ステップＳ５０４及びＳ５０５は、例えば、処理回路１９０ａが更新機能１９４ａに対
応するプログラムを記憶回路１８０から呼び出して実行することにより実現される。
【００８３】
　複数のＦＰＤ１５０におけるオフセットキャリブレーションの実施タイミングを調整す
る場合、例えば、図１４に示すように、本実施形態に係る医用画像診断システム１ａでは
、まず、処理回路１９０ａが、検査を開始して（ステップＳ６０１）、定期的なオフセッ
トキャリブレーションの実施時間か否かを判定する（ステップＳ６０２）。ここで、定期
的なオフセットキャリブレーションの実施時間ではない場合（ステップＳ６０２否定）、
処理回路１９０ａは、実施時間となるまで待機状態となる。
【００８４】
　一方、定期的なオフセットキャリブレーションの実施時間である場合（ステップＳ６０
２肯定）、処理回路１９０ａは、現在使用中のＦＰＤ１５０におけるオフセットキャリブ
レーションの実施時間を撮影終了後に調整する（ステップＳ６０３）。そして、処理回路
１９０ａは、現在使用してないＦＰＤ１５０におけるオフセットキャリブレーションを実
施する（ステップＳ６０４）。
【００８５】
　所定の条件ごとに実施するオフセットキャリブレーションの実施タイミングを調整する
場合、例えば、図１５に示すように、本実施形態に係る医用画像診断システム１ａでは、
まず、処理回路１９０ａが、検査を開始して（ステップＳ７０１）、定期的なオフセット
キャリブレーションの実施時間か否かを判定する（ステップＳ７０２）。ここで、定期的
なオフセットキャリブレーションの実施時間ではない場合（ステップＳ７０２否定）、処
理回路１９０ａは、実施時間となるまで待機状態となる。
【００８６】
　一方、定期的なオフセットキャリブレーションの実施時間である場合（ステップＳ７０
２肯定）、処理回路１９０ａは、所定の条件を満たすか否かを判定する（ステップＳ７０
３）。例えば、処理回路１９０ａは、複数の部位が撮影対象部位となっており、それらの
対象部位が隣接していない異なる部位である場合、ＦＰＤ１５０の位置を変えている場合
、寝台の位置を変えている場合、Ｘ線管を移動させている場合、又は、Ｘ線診断装置が配
置された検査室の扉が開いている場合であるか否かを判定する。
【００８７】
　ここで、所定の条件を満たす場合（ステップＳ７０３肯定）、処理回路１９０ａは、オ
フセットキャリブレーションを実施して（ステップＳ７０４）、検査が終了したか否かを
判定する（ステップＳ７０５）。一方、所定の条件を満たさない場合（ステップＳ７０３
否定）、処理回路１９０ａは、検査が終了したか否かを判定する（ステップＳ７０５）。
ステップＳ７０５において、検査が終了した場合には（ステップＳ７０５肯定）、処理回
路１９０ａは、処理を終了する。一方、検査が終了していない場合には（ステップＳ７０
５否定）、処理回路１９０ａは、ステップＳ７０２に戻って、定期的なオフセットキャリ
ブレーションの実施時間か否かを判定する。
【００８８】
　上述したように、第３の実施形態によれば、予測機能１９５ａは、検査の実施中におけ
るＦＰＤ１５０ごとの画像データの収集時期をそれぞれ予測する。調整機能１９３ａは、
各ＦＰＤ１５０における画像データの収集時期に基づいて、ＦＰＤ１５０ごとのオフセッ
ト補正値の定期的なオフセットキャリブレーションの実施時期を調整する。従って、第３
の実施形態に係る医用画像診断システム１ａは、複数のＦＰＤ１５０を用いる場合に、各
ＦＰＤの使用状況に応じたオフセットキャリブレーションを実施することができ、操作者
による操作に支障をきたすことなく、画質の低下を回避することを可能にする。
【００８９】
　また、第３の実施形態によれば、調整機能１９３ａは、オフセット補正値の定期的な更
新が検査中の所定の事象の発生時期に実行されるように、オフセット補正値の定期的なオ
フセットキャリブレーションの実施時期を調整する。従って、第３の実施形態に係る医用
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画像診断システム１ａは、検査中であってもＦＰＤ１５０が使用されない時間帯にオフセ
ットキャリブレーションを実施することができ、オフセットキャリブレーションを効率よ
く実施することを可能にする。
【００９０】
（第４の実施形態）
　さて、これまで第１～第３の実施形態について説明したが、上述した第１～第３の実施
形態以外にも、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。
【００９１】
　上述した実施形態では、医用画像診断システム１及び医用画像診断システム１ａが各種
処理を実行する場合について説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるもの
ではなく、例えば、ＦＰＤ１５０において各種処理が実行される場合であってもよい。図
１６及び図１７は、第４の実施形態に係るＦＰＤ１５０の構成の一例を示すブロック図で
ある。ここで、図１６は、第１の実施形態において説明した各種処理を実行する場合のＦ
ＰＤ１５０の構成を示すブロック図であり、図１７は、第２及び第３の実施形態において
説明した各種処理を実行する場合のＦＰＤ１５０の構成を示すブロック図である。
【００９２】
　図１６に示すように、処理回路１５１は、制御機能１５１１と、取得機能１５１２と、
調整機能１５１３と、更新機能１５１４とを実行する。制御機能１５１１、取得機能１５
１２、調整機能１５１３及び更新機能１５１４は、コンピュータによって実行可能なプロ
グラムの形態で記憶回路１５２へ記録されている。処理回路１５１はプログラムを記憶回
路１５２から読み出し、実行することで各プログラムに対応する機能を実現するプロセッ
サである。換言すると、各プログラムを読み出した状態の処理回路１５１は、図１６の処
理回路１５１に示された各機能を有することとなる。
【００９３】
　制御機能１５１１は、ＦＰＤ１５０による処理の全体を制御する。ＦＰＤ１５０による
処理とは、画像データの収集や、Ｘ線画像の補正に用いるデータの生成や送信等に係る一
連の処理である。取得機能１５１２は、上述した取得機能１９２と同様の処理を実行する
。調整機能１５１３は、上述した調整機能１９３と同様の処理を実行する。更新機能１５
１４は、上述した更新機能１９４と同様の処理を実行する。記憶回路１５２は、処理回路
１５１がＦＰＤ１５０による処理の全体を制御する際に用いるデータを記憶する。例えば
、記憶回路１５２は、処理回路１５１によって実行される、各プログラムを記憶する。
【００９４】
　図１７に示すように、処理回路１５１ａは、制御機能１５１１ａと、予測機能１５１５
ａと、調整機能１５１３ａと、更新機能１５１４ａとを実行する。制御機能１５１１ａ、
予測機能１５１５ａ、調整機能１５１３ａ及び更新機能１５１４ａは、コンピュータによ
って実行可能なプログラムの形態で記憶回路１５２へ記録されている。処理回路１５１ａ
はプログラムを記憶回路１５２から読み出し、実行することで各プログラムに対応する機
能を実現するプロセッサである。換言すると、各プログラムを読み出した状態の処理回路
１５１ａは、図１７の処理回路１５１ａに示された各機能を有することとなる。
【００９５】
　制御機能１５１１ａは、ＦＰＤ１５０による処理の全体を制御する。予測機能１５１５
ａは、上述した予測機能１９５ａと同様の処理を実行する。調整機能１５１３ａは、上述
した調整機能１９３ａと同様の処理を実行する。更新機能１５１４ａは、上述した更新機
能１９４ａと同様の処理を実行する。記憶回路１５２は、処理回路１５１ａがＦＰＤ１５
０による処理の全体を制御する際に用いるデータを記憶する。例えば、記憶回路１５２は
、処理回路１５１ａによって実行される、各プログラムを記憶する。
【００９６】
　また、上述した図２、図９、図１６及び図１７では、単一の処理回路によって各処理機
能が実現される場合の例を説明したが、実施形態はこれに限られない。例えば、処理回路
は、複数の独立したプロセッサを組み合わせて構成され、各プロセッサが各プログラムを
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る各処理機能は、単一又は複数の処理回路に適宜に分散又は統合されて実現されてもよい
。
【００９７】
　また、上述した各実施形態の説明で用いた「プロセッサ」という文言は、例えば、ＣＰ
Ｕ（Central　Processing　Unit）、ＧＰＵ(Graphics　Processing　Unit)、或いは、特
定用途向け集積回路（Application　Specific　Integrated　Circuit：ＡＳＩＣ）、プロ
グラマブル論理デバイス（例えば、単純プログラマブル論理デバイス（Simple　Programm
able　Logic　Device：ＳＰＬＤ）、複合プログラマブル論理デバイス（Complex　Progra
mmable　Logic　Device：ＣＰＬＤ）、及びフィールドプログラマブルゲートアレイ（Fie
ld　Programmable　Gate　Array：ＦＰＧＡ））等の回路を意味する。ここで、記憶回路
にプログラムを保存する代わりに、プロセッサの回路内にプログラムを直接組み込むよう
に構成しても構わない。この場合には、プロセッサは回路内に組み込まれたプログラムを
読み出し実行することで機能を実現する。また、本実施形態の各プロセッサは、プロセッ
サごとに単一の回路として構成される場合に限らず、複数の独立した回路を組み合わせて
一つのプロセッサとして構成され、その機能を実現するようにしてもよい。
【００９８】
　ここで、プロセッサによって実行されるプログラムは、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）
や記憶部等に予め組み込まれて提供される。なお、このプログラムは、これらの装置にイ
ンストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ（Compact　Disk）－ＲＯＭ
、ＦＤ（Flexible　Disk）、ＣＤ－Ｒ（Recordable）、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Di
sk）等のコンピュータで読み取り可能な記憶媒体に記録されて提供されてもよい。また、
このプログラムは、インターネット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納
され、ネットワーク経由でダウンロードされることにより提供又は配布されてもよい。例
えば、このプログラムは、各機能部を含むモジュールで構成される。実際のハードウェア
としては、ＣＰＵが、ＲＯＭ等の記憶媒体からプログラムを読み出して実行することによ
り、各モジュールが主記憶装置上にロードされて、主記憶装置上に生成される。
【００９９】
　以上説明した少なくとも一つの実施形態によれば、操作者による操作に支障をきたすこ
となく、画質の低下を回避することができる。
【０１００】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０１０１】
　１、１ａ　医用画像診断システム
　１５０　ＦＰＤ　
　１５１、１５１ａ、１９０、１９０ａ　処理回路
　１９１、１９１ａ、１５１１、１５１１ａ　制御機能
　１９２、１５１２　取得機能
　１９３、１９３ａ、１５１３、１５１３ａ　調整機能
　１９４、１９４ａ、１５１４、１５１４ａ　更新機能
　１９５ａ、１５１５ａ　予測機能
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